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徳島県情報公開審査会答申第１８４号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

平成２８年７月４日，審査請求人は，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例

第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき，徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し「国（○○）から県（農山漁村振興課），（産業交流部（阿

南））に指導した書類（○○土地改良区）に対するもの 産業交流部（阿南）」につい

ての公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成２８年７月１９日，実施機関は，本件請求に係る公文書については，「公開請

求に係る公文書を保有していない」ことを理由とする公文書公開請求拒否決定処分（以

下「本件処分」という。）を行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成２８年７月２０日，審査請求人は，本件処分を不服として，行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して，審査請求を行っ

た。

４ 諮問

平成２９年３月９日，実施機関は，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」とい

う。）に対して，当該審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

あきらかに違法であり速やかな開示を求める。

２ 審査請求の理由

審査請求人から提出された審査請求書及び反論書によると，審査請求の理由は，概

ね次のとおりである。

Ｈ○年○月○日（付け○○）の書類をＨ○年○月○日の協議したとき県から資料提

供受けている。国が指導・監督する官庁が，県に指導したものであり，無いとする拒

否決定は可笑しい。
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第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書及び当審査会における口頭理由説明によると，本件

処分の理由は，概ね次のとおりである。

審査請求人が開示を求めている公文書は，平成○年○月○日付けで審査請求人が

○○（以下「国」という。）と県に提出した，○○土地改良区の運営に関する請願書

（以下「本件請願書」という。）の件で，国が県に指導した書類と特定した。

国との協議は，実施機関である県南部総合県民局産業交流部（阿南）（以下「産業

交流部（阿南）」という。）ではなく，土地改良法（昭和２４年法律第１９５号（以

下「法」という。））の制度所管課である農山漁村振興課が窓口となって行うもので

あり，実施機関である産業交流部（阿南）が国と直接やり取りすることはない。ま

た，土地改良区の運営に関する指導は，その設立を認可する県が行うものであって，

個別の土地改良区の指導内容について国が県（農山漁村振興課）（産業交流部（阿南））

を指導することはない。

以上により，実施機関は本件請求に係る公文書を保有していないことから，本件

処分を行ったものである。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件請求に係る公文書について

本件請求に係る公文書は，本件請願書に関して，国が県に指導した書類であると解

される。

２ 本件処分の妥当性について

実施機関の説明によると，国と直接やり取りをするのは，法の制度所管課である農

山漁村振興課であって，実施機関である産業交流部（阿南）では行っていないとのこ

とである。また，土地改良区の運営に関する指導については，設立認可を行う県に権

限があり，個別の土地改良区の指導内容について，国が県（農山漁村振興課）（産業

交流部（阿南））を指導することもないため，本件請求に係る公文書を保有していな

いとのことである。

以上の実施機関の説明に不合理な点はなく，本件請求に係る公文書について，不存

在であることを理由に行った本件処分は，妥当であると認められる。

３ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を左右するも

のではない。

４ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の
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結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２９年 ３月 ９日 諮問

平成３０年１１月２２日 審議（第１５８回審査会）

平成３１年 １月１０日 実施機関からの口頭理由説明，審議（第１５９回

審査会）

２月１９日 審議（第１６０回審査会）
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